
和歌山県環境影響評価条例による環境アセスメントの手続の流れ 
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※ この表は、和歌山県環境影響評価条例の関係規定を要約したものです。詳細はそれぞれの規定を参照して 
ください。 

アセスの項目方法の案 

（方法書） 

対象事業を計画 

環境アセスメント方法の決定 

意見 

和歌山県環境影響評価審査会、関

係市町村長の意見等を聴き、知事

が環境保全の見地から意見 

意見 

方法書の送付 

アセスの項目・方法決定 

環境アセスメントの実施 

調査・予測・評価 

環境アセスメント結果について意見を聴く手続 

アセス結果案（準備書） 

意見 
意見 

公告・縦覧 

説明会 準備書の送付 

公告・縦覧 

説明会 

アセス結果修正（評価書） 評価書の送付 公告・縦覧 

措置要請 

必要と認める場合知事が措置を

講ずることを求める 
アセス結果の確定 

（補正後の評価書） 

環境アセスメント結果の事業への反映 

事業の許認可・実施 

事後調査 

和歌山県環境影響評価審査会、関

係市町村長の意見等を聴き、知事

が環境保全の見地から意見 


